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わと健康 （２）第５５号へいわ（３） ２０１２年（平成２４年）９月１日

医療法人 平和会 診療案内

 夕陽ケ丘診療所夕陽ケ丘診療所  受付時間 午前８：30～11：45 夜間17：30～19：45

月 火 水 木 金 土
午　　前 ○ ○ ○ ○ ○ ○

夜　　診 ○

〠636－0801　生駒郡三郷町夕陽ケ丘１－40　☎0745（72）9490

 いこま駅前クリニックいこま駅前クリニック  受付時間 午前８：30～11：45 午後13：30～15：30 夜間17：00～19：15

月 火 水 木 金 土
午　　前 ○ ○ 予約検査 ○ ○（内科･精神科）

午　　後 心療内科
夜　　診 泌尿器科 ○

〠630－0256　生駒市本町７－10　☎0743（71）7222　※心療内科は予約制
※水曜午前の予約検査は胃カメラ、腹部エコー（予約制）です。

 きたまちクリニックきたまちクリニック  受付時間 午前９：00～12：30 午後13：30～16：00 夜間17：30～20：00

月 火 水 木 金 土
午　　前 ○ ○ ○ ○ ○ ○

午　　後 ○ ○ ○

夜　　診 ○

〠631－0817　西大寺北町４丁目４－１　☎0742（48）8255　　
※きたまちクリニックは完全予約制です　　　

 𠮷𠮷田病院田病院 〈一般外来〉受付時間 午前８：30～11：45 午後13：30～15：30 夜間17：00～19：30

月 火 水 木 金 土

午
前
診
察

内科（予約外） ○ ○ ○ ○ ○ ○

内科（完全予約） ○ ○ ○ ○ ○ ○※１

整形外科（予約制） ○ ○

外科･大腸肛門科 ○ ○ ○ ○ ○ ○

泌尿器科（予約制） ○ ○ ○

婦人科（予約制） ○

健　診 ○ ○ ○ ○ ○ ○

午
後
診
察

内科（完全予約） ○ ○ ○ ○ ○

整形外科（予約制） ○

婦人科（予約制） ○
（2･3週のみ）

夜診 診察･検査（予約制） ○（1･3週のみ）
※２

※１ 土曜の内科は、５週目は完全予約の診察はありません。
※２ 火曜の夜診は１・３週のみ。消化器内科の診察と胃カメラ検査。

〈眼科外来〉受付時間 午前８：40～11：45
月 火 水 木 金 土

午　　前 ○ ○ ○ ○ ○ ○（1･3週のみ）

午後（検査予約） コンタクト
（２･４週）

〈精神神経科外来〉受付時間 午前８：30～11：45

月 火 水 木 金 土
午前（予約制） ○ ○ ○ ○ ○ ○

午後（予約制） ○

〠631－0818　奈良市西大寺赤田町１丁目７－１　☎0742（45）4601

 あやめ池診療所あやめ池診療所  受付時間 午前８：30～11：45 夜間17：00～19：15
月 火 水 木 金 土

午　　前 ○ ○ ○ ○ ○ ○

午　　後 （精神）
夜　　診 ○ ○（内科･精神科）

〠631－0033　奈良市あやめ池南６丁目１－７　☎0742（45）0460
※精神科は完全予約制です。

 とみお診療所とみお診療所  受付時間 午前８：30～11：45 夜間17：00～19：15
月 火 水 木 金 土

午　　前 ○ ○ ○ ○ ○ ○

午　　後 健康づくり外来
夜　　診 ○ ○

〠631－0061　奈良市三碓２丁目１－６　☎0742（45）7480
※診察はすべて予約制です。
※当日の予約枠、急患の方の診療枠もありますのでお気軽にお電話いただくか受付にてお申し出く
ださい。

 ならやま診療所ならやま診療所  受付時間 午前８：40～11：30 夜間17：10～19：15
月 火 水 木 金 土

午　　前 ○ ○ △ ○ ○

夜　　診 ○

　　〠631－0805　奈良市右京３丁目２－２　☎0742（71）1000
※△印についてはお問合せ下さい。

 へいわ鍼灸院へいわ鍼灸院  施術時間　午前９：00～12：00　午後13：00～16：30
　　　　　　　　　　　　 夜間17：00～19：30 ※すべて完全予約制です

月 火 水 木 金 土
午　　前 ○ ○ ○ × ○ ○

午　　後 ○ ○ ○ × ○ ○

〠631－0818　奈良市西大寺赤田町１－４－６　☎0742(49)9981

　

社
会
保
障
制
度
改
革
推

進
法
案
が
可
決
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
法
案
は
、
自
助

（
自
己
責
任
）
を
こ
と
さ

ら
強
調
し
、
社
会
保
障
費

へ
の
給
付
抑
制
を
掲
げ
て

い
る
も
の
で
す
。

　

生
活
保
護
制
度
に
つ
い

て
言
え
ば
、
給
付
水
準
の

切
り
下
げ
（
保
護
費
削

減
）
が
う
た
わ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
働
い
て
も
生

活
が
ギ
リ
ギ
リ
の
状
態
で

貯
金
な
ど
で
き
な
い
生
活

実
態
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。
も
し
病
気
に
な
っ
た

ら
？
仕
事
を
休
め
ば
収
入

は
ゼ
ロ
、
治
療
費
が
払
え

な
い
と
い
う
不
安
。
私
た

ち
相
談
室
で
も
、
フ
ル
タ

イ
ム
働
い
て
も
生
活
で
き

な
い
賃
金
、
病
気
が
あ
る

の
に
病
院
に
来
れ
な
い
社

会
の
実
態
に
直
面
し
て
い

ま
す
。

　

今
の
生
活
保
護
費
削
減

の
流
れ
が
進
め
ば
、
深
刻

な
ケ
ー
ス
が
増
え
る
こ
と

は
確
実
で
す
。
２
０
１
１

年
の
調
査
で
は
、
最
低
生

活
費
以
下
の
経
済
状
態
な

の
に
生
活
保
護
を
受
給
を

し
て
い
る
人
は
２
割
足
ら

ず
、
あ
と
の
８
割
の
人
は

貧
困
状
態
に
あ
り
な
が
ら

生
活
保
護
制
度
を
利
用
し

て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
い
っ

た
受
給
漏
れ
が
、
凍
死
・

孤
立
死
・
餓
死
を
生
ん
で

い
る
と
批
判
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

生
活
保
護
制
度
は
、
憲

法
25
条
が
保
障
す
る
「
健

康
で
文
化
的
な
最
低
限
度

の
生
活
」
を
権
利
と
し
て

具
体
化
し
た
も
の
で
す
。

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
誤

っ
た
情
報
や
バ
ッ
シ
ン
グ

が
ま
こ
と
し
や
か
に
流
布

さ
れ
て
、
様
々
な
偏
見
を

生
み
、
一
方
で
貧
困
の
進

行
や
不
安
定
な
雇
用
の
問

題
は
覆
い
隠
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

さ
ら
に
、
生
活
保
護
費

の
削
減
は
、
生
活
保
護
受

給
者
の
い
っ
そ
う
の
生
活

苦
だ
け
で
は
す
ま
ず
、
最

𠮷
田
病
院
地
域
医
療
相
談
室

生活保護制度は国民〝99％〟の命のとりで
事実にもとづく冷静な議論を

低
生
活
費
が
減
額
さ
れ
る

と
、
例
え
ば
所
得
税
な
ど

税
金
の
か
か
る
基
準
も
下

げ
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
非
課

税
だ
っ
た
方
が
課
税
に
な

り
、
健
康
保
険
料
、
介
護

保
険
料
、
保
育
料
、
就
学

援
助
の
基
準
な
ど
に
影
響

を
及
ぼ
し
ま
す
。
生
活
保

護
を
受
け
て
い
な
い
場
合

で
も
、
負
担
増
に
み
ま
わ

れ
ま
す
。
更
に
、
最
低
賃

金
の
引
き
下
げ
に
つ
な
が

り
、
賃
金
が
減
る
可
能
性

も
あ
り
ま
す
。
課
税
基
準

や
最
低
賃
金
な
ど
は
、
最

低
生
活
費
が
基
準
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
す
。

　

そ
も
そ
も
生
活
保
護
受

給
者
が
２
０
０
万
人
を
超

え
た
の
は
、
年
金
の
少
な

い
高
齢
者
の
増
加
や
雇
用

・
失
業
対
策
の
不
十
分
さ

が
原
因
だ
と
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

受
給
要
件
が
あ
る
の
に

受
給
で
き
ず
、
社
会
保
障

制
度
か
ら
排
除
さ
れ
、
孤

独
の
う
ち
に
亡
く
な
る
方

が
い
る
問
題
を
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
生
き
る
権
利
を
保
障

す
る
、
最
後
の
支
え
は
生

活
保
護
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。

　

𠮷
田
病
院
に
は
「
無
料

低
額
診
療
」（＊
）

と
い
っ

て
、
収
入
が
厳
し
い
時

に
、
医
療
費
の
支
払
い
が

無
料
ま
た
は
低
額
と
な
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。
医
療

費
が
払
え
な
い
か
ら
病
院

に
か
か
れ
な
い
、
と
ひ
と

り
で
考
え
ず
に
相
談
に
い

ら
し
て
く
だ
さ
い
。

＊
生
活
困
難
な
方
に
、
無

料
・
ま
た
は
低
額
な
料
金

で
医
療
を
利
用
し
て
い
た

だ
く
も
の
で
、
社
会
福
祉

事
業
法
で
位
置
づ
け
ら
れ

た
制
度
で
す
。
𠮷
田
病
院

な
ど
、
制
度
申
請
を
し
た

医
療
機
関
で
利
用
で
き
ま

す
。

𠮷
田
病
院
に
は

無
料
低
額
診
療
制
度

が
あ
り
ま
す

参考：日本弁護士連合会
『Ｑ＆Ａ　いまニッポンの生活保護制度はどうなっているの?』
くわしくは同会ホームページで。http://www.nichibenren.or.jp/

Q不正受給者が増えていると聞きますが？

A 不正受給の割合は保護費全体の0.4％程度
で変化はありません。しかもその中には悪
質とはいえないケースも含まれます。

Q 生活保護利用者が過去最高になったと聞き

ますが？

A 実数は過去最高の1951年に並びました
が、人口は当時の1.5倍。かんじんの利用
率は３分の２の1.6％に減っています。む
しろ数百万人が保護からもれています。な
お、先進諸外国はドイツ9.7％、フランス
5.7％、イギリス9.2％の利用率です。

　

東
京
・
代
々
木
公
園
に
福
島

か
ら
、
全
国
か
ら
、
集
ま
っ
た

17
万
人
が
「
原
発
な
く
せ
」
と

声
を
あ
げ
、
政
府
に
決
断
を
迫

り
ま
し
た
。
平
和
会
か
ら
27

名
、
奈
良
民
医
連
全
体
で
96
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

　

今
年
８
月
６
日
の
原
水

禁
世
界
大
会
広
島
大
会

に
、
平
和
会
か
ら
代
表
派

遣
３
名
が
参
加
し
ま
し

た
。
そ
の
報
告
会
を
か

ね
、
毎
年
夏
に
𠮷
田
病
院

で
開
催
さ
れ
て
い
る
「
平

和
の
つ
ど
い
」
が
、
今
年

も
８
月
17
日
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
映
画
「
は
だ
し
の

ゲ
ン
」
と
「
原
爆
の
子
」

（
新
藤
兼
人
監
督
）
の
上

映
、
講
演
「
沖
縄　

復
帰

か
ら
40
年
を
む
か
え
て
〜

今
の
沖
縄
」
な
ど
、
こ
の

地
域
で
平
和
に
つ
い
て
考

え
る
一
日
と
な
り
ま
し

た
。

𠮷田病院「平和のつどい」を開催

夏の一日看護体験夏の一日看護体験夏の一日看護体験夏の一日看護体験
看護師になりたいという想いが強くなった

　平和会で毎年取り組む一日看護体
験、この夏も４回実施し、高校生など
総勢54名の参加がありました。
　聴診器を使ってたがいの血圧を測定
します。「相手の血圧の音が聞こえな
くて不安に思ったけれど、何とかでき
た」との感想が。
　実施体験では患者様に足浴をさせて
いただき、「ありがとう、気持ちよか
ったわ」「極楽や」と言っていただく
ことができました。「喜んでもらえて

本当に良かった、看
護師になりたいとい
う想いが強くなりま
した」と、貴重な体
験となりました。
　医療機器や薬局で
の調剤の見学や、交流会では看護師や
現役の看護学生さんとの会話がはずみ
ます。次回は３月、看護師の仕事に関
心のあるあなたのご参加をお待ちして
います。

新病棟開設に向けて
　看護師さん大募集中！

ぜひお知り合いの看護師さんをご紹介下さい。
問い合わせ：𠮷田病院師長室まで
電話：0742-45-4601（代）
Email：shichoushitsu@heiwakai.or.jp

もっとゆったりした

図①　■70歳未満の場合
適用区分 自己負担限度額

Ａ．上位所得者
（標準報酬月額※53万円以上）

150,000円＋（医療費総額－500,000円）×１％
多数該当：83,400円

Ｂ．一 般
（Ａ、Ｃ以外の方）

80,100円＋（医療費総額－267,000円）×１％
多数該当：44,400円

Ｃ．住民税非課税者 35,400円
多数該当：24,600円

● 健康保険限度額適用認定証には加入者様（ご本人）の所得区分に応じた
　自己負担額の適用区分をアルファベットで表示してあります。

図②　■70歳以上の場合

区分
自己負担限度額（月額）

所得区分外来
（個人ごと）

入院及び
世帯単位の外来

現役並所得者（注） 44,000円
80,100円＋
（医療費－267,000円）×１％
※［44,400］

自己負担が３割の人

一般 12,000円 44,400円 一定以上所得者、住民税非課税者以外の人

住民税 II
8,000円

24,600円 世帯主および世帯全体が住民税非課税

非課税者 I 15,000円 IIであって、各種所得から必要経費・控除を
差し引くと所得が０円になる世帯

注） 現役並所得者とは、標準報酬月額が28万円以上（17等級以上）の被保険者とその被扶養者で70歳以上の人など、
一部負担金の支払いにあたって３割負担が適用される高齢受給者です。

図③　■入院時の食事減額
区　　　　　分 金額

○一般（下記以外の人） 260円

住民税非課税世帯

○70歳以上
　　低所得者２

90日までの
入院　　　 210円

90日を　　
越える入院 160円

○70歳以上
　　低所得者１ 100円

高
額
療
養
費
制
度
と
は

　

高
額
療
養
費
制
度
は
医

療
機
関
や
薬
局
の
窓
口
で

支
払
っ
た
一
ヶ
月
間
の
医

療
費
が
、「
自
己
負
担
限

度
額
」（
左
図
①
②
を
参

照
）
を
超
え
た
金
額
が
払

い
戻
さ
れ
る
制
度
で
す
。

た
だ
し
入
院
時
の
保
険
診

療
以
外
の
費
用
や
食
費
負

担
等
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

申
請
手
続
き
は
お
早
め
に

　

高
額
療
養
費
制
度
を
利

用
す
る
に
は
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」・「
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」（
下
の

見
本
参
照
）
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
患
者
様
が
ご
加

入
さ
れ
て
い
る
保
険
者

（
国
保
・
後
期
高
齢
者
は

「
高
額
療
養
費
制
度
」を
ご
存
知
で
す
か

病
院
窓
口
の
支
払
い
が
軽
減
さ
れ
ま
す

 

受
付
窓
口
へ

ご
提
示
く
だ
さ
い

　

入
院
に
つ
き
ま
し
て

は
、
入
院
時
ま
た
は
入
院

期
間
中
に
「
限
度
額
適
用

認
定
証
」
を
受
付
窓
口
に

必
ず
提
示
し
て
下
さ
い
。

　

ま
た
、
住
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
は
食
事
費
用
が

減
額
さ
れ
ま
す
。

　

過
去
１
年
間
に
３
ヵ
月

以
上
入
院
さ
れ
高
額
療
養

費
の
適
用
を
受
け
た
場

合
、
４
ヶ
月
目
か
ら
多
数

該
当
に
あ
た
り
自
己
負
担

限
度
額
が
さ
ら
に
軽
減
さ

れ
ま
す
。（
左
上
図
①
②

参
照
）

　

詳
し
く
は
受
付
窓
口
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　

次
回
（
そ
の
②
）
は
、

「
高
額
療
養
費
合
算
制

度
」
な
ど
に
つ
い
て
ご
説

明
し
ま
す
。

各
市
町
村
の
担
当
課
、
組

合
・
共
済
・
協
会
の
健
保

は
事
業
所
の
窓
口
）
へ
ご

自
身
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

限度額認定証▶

看護がしたい！

看護師を増やして、

病
院
等
で
医
療
費
が

高
額
に
な
り
そ
う
な
時

その１

𠮷田病院
医 事 課

「さようなら原発17万人
集会」に参加しました！


